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【公開番号】特開2015-12689(P2015-12689A)
【公開日】平成27年1月19日(2015.1.19)
【年通号数】公開・登録公報2015-004
【出願番号】特願2013-136223(P2013-136223)
【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年1月26日(2016.1.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　図４は、モバイルバッテリ２０を給電装置１０上に置いた場合を表すものであり、（Ａ
）は断面図を示し、（Ｂ）は、給電電極アレイ１２Ａ，１２Ｂと受電電極２１Ａ，２１Ｂ
との相対的な位置関係を示す。図４に示したように、受電電極２１Ａの面積は、給電電極
アレイ１２Ａの面積よりも小さく、同様に、受電電極２１Ｂの面積は、給電電極アレイ１
２Ｂの面積よりも小さい。すなわち、給電電極アレイ１２Ａに係る給電電極１１のうち、
受電電極２１Ａに対応する領域ＲＡに係る給電電極１１が、受電電極２１Ａと対向し、同
様に、給電電極アレイ１２Ｂに係る給電電極１１のうち、受電電極２１Ｂに対応する領域
ＲＢに係る給電電極１１が、受電電極２１Ｂと対向する。これにより、ユーザがモバイル
バッテリ２０を給電装置１０上に置く際、受電電極２１Ａ，２１Ｂが給電電極アレイ１２
Ａ，１２Ｂの中心からそれぞれややずれるように置いても、受電電極２１Ａ，２１Ｂが、
給電電極アレイ１２Ａ，１２Ｂに係る給電電極１１と対向しやすくすることができる。こ
のように、給電システム１では、ユーザが、受電電極２１Ａ，２１Ｂと給電電極アレイ１
２Ａ，１２Ｂとの位置合わせを気にする必要がないため、ユーザの利便性を高めることが
できるようになっている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　このような構成において、図４に示したように、ユーザが、受電電極２１Ａ，２１Ｂが
給電電極アレイ１２Ａ，１２Ｂの中心からそれぞれややずれるようにモバイルバッテリ２
０を置くと、この例では、給電電極アレイ１２Ｂに係る一部の給電電極１１（部分Ｐ１）
がモバイルバッテリ２０の配置領域からはみ出してしまう。よって、給電装置１０が、仮
に、給電電極アレイ１２Ｂに係る全ての給電電極１１を用いて、モバイルバッテリ２０に
対して電力を供給する場合には、ユーザが誤ってこの部分Ｐ１付近に触れると、感電する
おそれがある。そこで、給電時において、給電装置１０は、モバイルバッテリ２０に対し
て、給電電極アレイ１２Ａ，１２Ｂに係る給電電極１１のうち、主に、受電電極２１Ａ，



(2) JP 2015-12689 A5 2016.3.10

２１Ｂと対向する給電電極１１を用いて電力を供給するようになっている。すなわち、給
電装置１０は、部分Ｐ１に係る給電電極１１を用いずに、モバイルバッテリ２０に電力を
供給する。これにより、給電システム１では、給電する際の安全性を高めることができる
ようになっている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　スイッチ部１８Ａは、スイッチ制御信号ＳＳＷＡに基づいて、給電電極アレイ１２Ａに
係る給電電極１１のうち、給電に用いる１または複数の給電電極１１を選択し、この選択
した給電電極１１と給電部１７の一端とを接続するものである。スイッチ部１８Ｂは、ス
イッチ制御信号ＳＳＷＢに基づいて、給電電極アレイ１２Ｂに係る給電電極１１のうち、
給電に用いる１または複数の給電電極１１を選択し、この選択した給電電極１１と給電部
１７の他端とを接続するものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
（全体動作概要）
　まず、図５，６を参照して、給電システム１の全体動作概要を説明する。給電装置１０
において、セレクタ１６は、セレクタ制御信号ＳＳＥＬに基づいて、８つのアンテナ１４
のうちの１つを順次選択し、選択したアンテナ１４と無線通信部１５とを接続する。無線
通信部１５は、選択されたアンテナ１４を用いて、アクセスポイント１００との間で無線
通信を行い、電波強度ＲＰおよび伝達関数Ｈを取得する。給電部１７は、両端間に交流の
電力信号ＳＰを生成する。スイッチ部１８Ａは、スイッチ制御信号ＳＳＷＡに基づいて、
給電電極アレイ１２Ａにおける給電電極１１のうち、給電に用いる１または複数の給電電
極１１を選択し、この選択した給電電極１１と給電部１７の一端とを接続する。スイッチ
部１８Ｂは、スイッチ制御信号ＳＳＷＢに基づいて、給電電極アレイ１２Ｂにおける給電
電極１１のうち、給電に用いる１または複数の給電電極１１を選択し、この選択した給電
電極１１と給電部１７の他端とを接続する。制御部１９は、セレクタ制御信号ＳＳＥＬを
介してセレクタ１６を制御して、無線通信部１５から電波強度ＲＰおよび伝達関数Ｈを取
得し、この電波強度ＲＰおよび伝達関数Ｈに基づいて、スイッチ制御信号ＳＳＷＡ，ＳＳ
ＷＢを介してスイッチ部１８Ａ，１８Ｂを制御する。これにより、給電装置１０は、給電
電極アレイ１２Ａ，１２Ｂにおける選択された給電電極１１を用いて、モバイルバッテリ
２０に対して給電する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　次に、無線通信部１５は、ステップＳ１で選択されたアンテナ１４を用いて、アクセス
ポイント１００と無線通信を行う（ステップＳ２）。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　この例では、モバイルバッテリ２０を、給電装置１０上の、図８における左下方向にや
やずらして配置している。すなわち、受電電極２１Ａに対応する領域ＲＡは、給電電極ア
レイ１２Ａの領域内の左下に位置し、同様に、受電電極２１Ｂに対応する領域ＲＢは、給
電電極アレイ１２Ｂの領域内の左下に位置している。そして、この例では、無線通信部１
５は、アンテナ１４１～１４４を用いて、図８の左上の方向から来た電波Ｗを受信する。
この場合、アンテナ１４３，１４４において受信した電波Ｗの電波強度ＲＰは、給電装置
１０の上に置かれているモバイルバッテリ２０により電波の一部が遮断されるため、アン
テナ１４１，１４２において受信した電波Ｗの電波強度ＲＰよりも低くなる。さらに、こ
の電波の遮断によって、電波の伝搬特性が変化するため、伝達関数Ｈの各行列成分の振幅
や位相もまた、モバイルバッテリ２０が置かれた位置に応じて変化する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　このように、給電システム１では、給電電極アレイ１２Ａ，１２Ｂを受電電極２１Ａ，
２１Ｂよりも大きくしている。これにより、ユーザがモバイルバッテリ２０を給電装置１
０上に置く際、受電電極２１Ａ，２１Ｂが給電電極アレイ１２Ａ，１２Ｂの中心からそれ
ぞれややずれるように置いても、受電電極２１Ａ，２１Ｂが、給電電極アレイ１２Ａ，１
２Ｂに係る給電電極１１と対向しやすくすることができ、ユーザの利便性と高めることが
できる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　また、給電システム１では、無線通信部１５が、アンテナ１４を用いてアクセスポイン
ト１００と無線通信を行って電波強度ＲＰおよび伝達関数Ｈを取得し、制御部１９が、そ
の電波強度ＲＰおよび伝達関数Ｈに基づいて、給電に用いる給電電極１１を決定するよう
にしている。これにより、例えば、図４に示したように、モバイルバッテリ２０が、受電
電極２１Ａ，２１Ｂが給電電極アレイ１２Ａ，１２Ｂの中心からそれぞれややずれるよう
に置かれた場合でも、給電する際の安全性を高くすることができる。すなわち、このよう
な場合には、制御部１９は、給電電極アレイ１２Ａ，１２Ｂに係る給電電極１１のうち、
主に受電電極２１Ａ，２１Ｂと対向する給電電極１１を給電に使用し、受電電極２１Ａ，
２１Ｂと対向しない給電電極１１（図４の部分Ｐ１付近）を給電に使用しないようにする
ことができる。よって、給電システム１では、ユーザが誤ってこの部分Ｐ１付近に触れて
も、ユーザが感電するおそれを低減することができ、給電する際の安全性を高くすること
ができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８０】
　無線通信部４５Ａ，４５Ｂは、セレクタ４６により選択された互いに異なるアンテナ１
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４をそれぞれ用いて、相互間で無線通信を行うことにより、電波強度ＲＰおよび伝達関数
Ｈを取得するものである。そして、無線通信部４５Ａ，４５Ｂは、取得した電波強度ＲＰ
および伝達関数Ｈを、制御部４９に供給するようになっている。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９０】
　図２０は、給電装置５０の一構成例を表すものである。給電装置５０は、セレクタ５６
と、制御部５９とを有している。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３９】
　図３０は、本実施の形態の給電システム７の一構成例を表すものである。給電システム
７は、給電装置９０と、モバイルバッテリ１２０とを備えている。給電装置９０は、モバ
イルバッテリ１２０に対して本給電を行う前に、給電電極アレイ１２Ａ，１２Ｂに係る給
電電極１１を順次選択してプレ給電を行うものである。その際、給電装置９０では、変調
部９３（後述）が、電力信号ＳＰを、その選択された給電電極１１を識別するためのアド
レスコードＡＤＲで変調して変調電力信号ＳＰ２を生成するようになっている。モバイル
バッテリ１２０では、プレ給電による電力を受け取る際、復調部１２３（後述）が電力信
号ＳＰを復調してアドレスコードＡＤＲを取得し、このアドレスコードＡＤＲを給電装置
９０に供給する。給電装置９０は、このアドレスコードＡＤＲに基づいて、本給電に用い
る給電電極１１を決定するようになっている。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４３】
　制御部９９は、スイッチ制御信号ＳＳＷＡ，ＳＳＷＢを介してスイッチ部１８Ａ，１８
Ｂを制御して、給電電極アレイ１２Ａに係る給電電極１１のうちの１つを給電部１７の一
端に順次接続させるとともに、給電電極アレイ１２Ｂに係る給電電極１１のうちの１つを
給電部１７の他端に順次接続させ、モバイルバッテリ２０に対してプレ給電を行う。その
際、制御部９９は、スイッチ制御信号ＳＳＷＡ，ＳＳＷＢを介して変調部９３を制御し、
交流の電力信号を、スイッチ部１８Ａ，１８Ｂにより選択された給電電極１１に係るアド
レスコードＡＤＲにより変調させる。また、制御部９９は、通信部９１から供給されたア
ドレスコードＡＤＲに基づいて、給電電極アレイ１２Ａ，１２Ｂに係る給電電極１１のう
ちの本給電に用いる給電電極１１を決定するようになっている。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６１】
　例えば、上記の各実施の形態等では、２つの給電電極アレイ１２Ａ，１２Ｂを設けたが
、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、図３５に示したように、１つ
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の給電電極アレイ３１２を設けるようにしてもよい。この場合でも、上記実施の形態等と
同様の方法により、例えば、給電電極アレイ３１２に係る給電電極１１のうち、モバイル
バッテリ２０の受電電極２１Ａ，２１Ｂに対向する給電電極１１のみを用いて、モバイル
バッテリ２０に給電することができる。
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